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市・県民税の申告が必要かどうか確認してみましょう

　市・県民税や所得税の申告が必要な人は、 2月17日㈪～ 3月17日㈪に手続き
をしてください。所得税の還付申告は、この期間以前でも草津税務署に提出で
きます（税務署で相談をする場合は事前予約が必要です）。

税の申告が始まります 問 ・�【市・県民税について】  
税務課 市民税係（ 1 階）   
☎561-２30９、561-２４7９

　・�【所得税について】  
草津税務署 個人課税部門（大路二）   
☎56２-1315（自動音声案内）

窓口は
混雑するため、
郵送での申請が
おすすめたび

前年中に収入が
ありましたか？

問 2

問 3はい

問 4いいえ

1 月 1日時点で草津市に住所がありましたか？

問 １ スタート
START

問 2はい いいえ 1 月 1 日居住の市町村へご確認ください

所得税の確定申告
をしますか？

問 3

はい

問 6いいえ

①

市内に住所がある人の配偶者控除か
扶養控除、扶養親族（年少）の対象ですか？
（所得欄に 0（ゼロ）と記載された税の証明書が必要な人は、� �
前年中の収入がなく扶養に入っていても、申告が必要です）

問 4

問 5いいえはい ①

事業所から報告されていない給与所得が
ある、または公的年金以外の所得があり
ますか？

問 6

問 7いいえはい ②

次のいずれかに当てはまりますか？
•�国民健康保険に入っている人と、� �
その世帯主

•�後期高齢者医療制度に入っている人と、� �
その世帯員

•�国民年金保険料の免除を希望する人と、� �
その配偶者・世帯主

•�昭和36年 4月 1日以前に生まれた人� �
（介護保険料算定のため）

•�介護認定を受けている40～64歳の人
•�児童扶養手当の受給資格がある人
•�障害福祉サービスを利用する人
•�税の証明書が必要な人
•�市外に住所がある親族に扶養されている人
•�誰の扶養も受けていない人

問 5

1 つでも当てはまる ②

当てはまらない ①

市・県民税の算定において、� �
源泉徴収票に載っていない生命保険料や、��
社会保険料の控除などを受けますか？

問 7

いいえはい ② ①

①�市・県民税の申告は必要ありません
②�市・県民税の申告が必要です

申告しないと、国民健康保険税や後期高齢者� �
医療保険料の減額認定が受けられないなど、� �
さまざまな施策の対象とならない場合があります。

⃝必要書類
•�作成済みの申告書
•�本人確認書類� �
（マイナンバーカードのコピー、免許証のコピーなど）
•�収入の分かるもの� �
（収支内訳書、源泉徴収票のコピーなど）
•�控除額の分かるもの� �
（生命保険料控除証明書、障害者手帳のコピー、� �
医療費控除の明細書など）

申 �3 月17日㈪〔必着〕までに、税務課の窓口か郵送で

市・県民税の申告〔税務課〕
他 �申告書は以下のいずれかの方法で入手・作成できます。
　 �インターネットでの提出はできませんので、ご注意く� �
ださい

　①市から郵送、記入する
　　対 �•昨年度申告をした人� �

•例年、送付を希望する人
　②税務課の窓口で入手、記入する
　③�市ホームページ� �
「個人住民税税額シミュレーション」� �
で作成する

「個人住民税税額シミュレーション」では、住民税
の試算やふるさと納税の上限額の計算もできます

作成は
こちら

令和 6年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に！
マイナポータル連携により申告書の自動入力を行うことができ、e-Taxから簡単に確定申告を提出できます。

•�データを保存すると�
来年に引用できる
•�記入欄を自動的に� �
判定するので入力� �
漏れが防げる

※�国税庁が提供する所得税の申請などの各種
手続きを、インターネットを通じ
て行うことができる国税電子申告・
納税システム

•�自宅にいながら確定申告が� �
完了する
•24時間いつでも提出できる
•一部の添付書類が省略できる
•還付のスピードが早い

❶ �マイナポータル  
連携をする

❷ �｢確定申告書作成コーナー」で  
申告書を作成する

❸ �e-Tax※か紙で提出する

⃝必要書類
•�作成済みの申告書
•�本人確認書類� �
（マイナンバーカードのコピー、
免許証のコピーなど）
•�収入の分かるもの（収支内訳書、
青色申告決算書など）
•�控除額の分かるもの（生命保険料
控除証明書、障害者手帳のコピー、
医療費控除の明細書、寄附金控
除に関する証明書（ワンストップ
特例申請をした人も要）など）

申 �3 月17日㈪〔必着〕までに、草津税
務署かe

イータックス

-Taxで

所得税の確定申告〔草津税務署〕
他 �申告書は以下の方法で入手・作成できます
　①�草津税務署か市役所税務課の窓口で入手、記入する
　②�国税庁のホームページ� �
「確定申告書作成コーナー」� �
で作成する

注 �次に該当する人は、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」
に必ず記入してください

　Ａ　�16歳未満の扶養親族がいる人
　Ｂ　�配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額がある人
　Ｃ　�給与・公的年金等に係る所得以外（令和 7年 4月 1日時点で65歳未満

の人は給与所得以外）の所得に係る住民税の徴収方法を選択したい人
　Ｄ　�寄附金控除や寄附金税額控除がある人
　Ｅ　�退職所得のある配偶者・扶養親族がいる人

「確定申告書作成コーナー」は
こちら

詳しくは
こちら
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会場での申告方法

　両会場とも混雑状況によっては、16：00前に受付を終了することがあります。土・日曜日、祝日は申告相談を受け
付けていません。会場での混雑を避けるため、できるだけ自宅での申告をお願いします。

所得税の申告

�2 月17日㈪～ 3月17日㈪の平日� �
9：00～16：00（ 8：30～受付）

所 �キラリエ草津 1階　草津商工会議所� �
多目的室（草津税務署主催会場）（大路二）

他 �•�当会場には、当日発行やL
ラ イ ン
INEで事前発

行した入場整理券が必要です
　•�当会場には専用駐車場や駐輪場がありませ

んので、公共交通機関を利用してください
　•�作成済みの確定申告書などの提出や用紙

の交付の窓口は草津税務署です
　•�当会場に関する内容について、キラリエ

草津へのお問い合わせはご遠慮ください

市・県民税の申告、一部の所得税の申告

�2 月17日㈪～ 3月17日㈪の平日 9：00～17：15（受付16：00まで）
所 �市役所 2階�特大会議室ステージ側
他 �•�一部事前予約を受け付けています。市ホームページ� �

の電子申請サービスより申請してください。待機� �
時間削減のため積極的に活用してください

　•�申告期間中、税務課（ 1階）では申告相談を受け付けません
　•�車での来場はできるだけ控えてください
　•�受付時にチェックシートを配布しますので、各項目をチェッ

クしてください
　•�例年、午前中に相談が集中し、待ち時間が長くなってい

ます。午後からの来場にご協力ください
⃝�混雑回避のため、下記日程での相談にご協力ください

学区・区 とき

志津、 志津南、 草津、 大路 2月17日㈪、2月25日㈫、
3月 5日㈬、3月13日㈭

渋川、 老上、 老上西、 常盤 2月18日㈫、2月26日㈬、
3月 6日㈭、3月14日㈮

矢倉、 山田、 笠縫東 2月19日㈬、2月27日㈭、
3月 7日㈮、3月11日㈫

玉川、 南笠東、 笠縫 2月20日㈭、2月28日㈮、
3月 4日㈫、3月12日㈬

指定なし 2月21日㈮、3月 3日㈪、
3月10日㈪、3月17日㈪

①筆記用具（ボールペン）や計算器具
②�収入金額が分かるもの（給与・退職金・公的年金
などの源泉徴収票や、雑所得などの支払調書など）

③�控除する額が分かるもの（生命保険料控除証明書、
健康保険料の金額が分かるものなど）

④�障害者控除を受ける人は、障害者手帳や療育手帳など
⑤�医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書� �
（必ず明細書を作成し、持参）
⑥�寄附金控除を受ける人は、寄附金の受領書（領収書）
または寄附金控除に関する証明書（ワンストップ
特例申請をした人も要）

⑦�所得税の還付を申告する人は、振込口座が分か
るもの（本人名義に限る）

⑧�個人番号（マイナンバー）確認書類と本人確認書類��
（運転免許証など）
⑨�前年分の申告書の控えや税務署からのお知らせ
ハガキなど、利用者識別番号が分かる書類（持っ
ている人のみ）

次の人は次の人は、、市役所会場では申告ができません市役所会場では申告ができません
草津税務署主催会場（キラリエ草津）で� �草津税務署主催会場（キラリエ草津）で� �
申告してください申告してください

•�事業所得（農業、営業など）がある
•�不動産所得がある
•�青色申告をする
•�収支内訳書の内容を相談する
•�住宅借入金等特別控除を受ける
•�国外に居住している人の扶養控除を申告する
•�不動産や株式などの譲渡所得がある
•�申告分離課税を選択した配当所得がある
•�退職所得を申告する
•�外国税額控除を受ける
•�令和 5 年分以前の確定申告をする
•�提出済みの確定申告を訂正する
•�亡くなった人の申告をする
•�1 月 1 日時点で草津市に住民票がない
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�3 月 2 日㈰ 9：00～16：00（ 8：30～受付）に
限り、大津税務署（大津市）で確定申告の
相談を行います

お知らせ

�日時・期間　所 �場所　対 �対象　定 �定員　￥ �費用（記載がない場合無料）他 �その他　申 �申し込み・応募方法　問 �問い合わせ先
〒 市役所への郵送は、〒525-8588�草津市役所〔課名など〕　☎・ �市外局番は「077」　 70 市制施行70周年記念事業　

問 人権センター
　（大路二、キラリエ草津 3 階）
　 ☎563-1177、563-7070

すべての人を大切にするまちに
「ともに生きる時代へ」～高齢社会と人権を考える～

「
超
高
齢
社
会
」時
代
の
到
来
　

「
人
生
１
０
０
年
時
代
」と
い
わ
れ
る
現
在
、

日
本
は
世
界
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
長
寿
国
で

す
。
そ
し
て
、
世
界
で
最
も
高
齢
化
の
進
ん
だ

国
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ（
世
界
保
健
機
関
）の
定
義
で
は
、
65
歳

以
上
の
人
口
が
、
総
人
口
に
占
め
る
割
合
で
あ
る

「
高
齢
化
率
」が
21
％
以
上
に
な
る
と「
超
高
齢
社

会
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
定
義
を
当
て
は
め

れ
ば
、
日
本
で
は
平
成
19（
２
０
０
７
）年
に「
超

高
齢
社
会
」に
突
入
し
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
令

和
６（
２
０
２
４
）年
の
９
月
末
時
点
で
の
高
齢
化

率
が
22
．４
％
で
あ
り
、
令
和
22（
２
０
４
０
）年

に
は
28
．０
％
に
な
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

人
権
が
尊
重
さ
れ
る「
超
高
齢
社
会
」に

こ
の
よ
う
な
中
で
、
高
齢
者
が
活
躍
で
き
る

環
境
整
備
が
進
ん
で
い
ま
す
。

現
在
の「
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法（
高
年
齢
者

等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
）」で
は
、

働
く
意
欲
が
あ
る
高
齢
者
が
能
力
を
十
分
に
発

揮
で
き
る
よ
う
、
事
業
者
に
対
し
て
、
希
望
す

る
人
が
65
歳
ま
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
環
境
の

整
備
を
義
務
化
し
、
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の

確
保
を
努
力
義
務
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
域
社
会
の
中
で
、
豊
富
な
知
識
を

生
か
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
参
加
す

る
高
齢
者
も
増
え
て
い
ま
す
。

高
齢
者
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
超
高
齢
社
会

を
豊
か
に
し
て
い
く
た
め
に
も
、
高
齢
者
が
住
み

慣
れ
た
地
域
で
生
活
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
、
心

の
豊
か
さ
や
生
き
が
い
を
得
な
が
ら
生
活
が
で

き
る
環
境
づ
く
り
が
一
層
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

深
刻
化
す
る
高
齢
者
の
虐
待

高
齢
者
に
対
し
、
暴
力
を
ふ
る
う
、
無
視
を

す
る
、
財
産
を
無
断
で
処
分
す
る
、
介
護
や
世

話
を
放
棄
す
る
な
ど
の
虐
待
行
為
が
問
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
重
大
な
人
権
侵

害
に
当
た
る
も
の
で
す
。

平
成
18（
２
０
０
６
）年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ

た「
高
齢
者
虐
待
防
止
法（
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、

高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る

法
律
）」で
は
、
高
齢
者
の
虐
待
に
気
付
い
た
人

に
対
し
て
、
市
町
村
へ
の
通
報
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

虐
待
の
要
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
家
庭
内

で
起
き
る
虐
待
で
は
、
介
護
者
に
か
か
る
負
担

や
ス
ト
レ
ス
の
影
響
が
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
介
護
者
が
一
人
で
抱
え
込
み
過
ぎ
な
い

よ
う
に
、
家
族
で
の
役
割
分
担
や
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
相

談
な
ど
に
よ
り
、
少
し
で
も
負
担
を
減
ら
す
方

法
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

認
知
症
に
正
し
い
理
解
を

認
知
症
は
脳
の
病
気
に
よ
り
、
認
知
機
能
が
低

下
し
、日
常
生
活
に
不
具
合
が
生
じ
る
状
態
で
す
。

年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
認
知
症
の
人
は
増
加
し

ま
す
。
65
歳
以
下
で
発
症
す
る
人
も
い
て
、
家
族

や
身
近
な
人
が
認
知
症
に
な
る
こ
と
も
含
め
、
誰

に
と
っ
て
も
身
近
な
病
気
と
な
っ
て
い
ま
す
。

認
知
症
に
な
る
と
苦
手
に
な
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
が
、
何
も
分
か
ら
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
適
切
な
サ
ポ
ー
ト
が
あ
れ
ば
、
本
人
の

で
き
る
こ
と
が
増
え
た
り
、
気
持
ち
が
落
ち
着
い

た
り
し
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト
を
必
要
と

し
て
い
る
か
は
、
そ
の
人
に
よ
っ
て
違
う
た
め
、

何
に
困
っ
て
い
る
の
か
、
何
を
し
た
い
の
か
、
本

人
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

高
齢
者
と
よ
り
よ
い
関
係
づ
く
り
を

高
齢
者
は
人
生
の
先
輩
で
あ
り
、
誰
も
が
平

等
に
年
を
と
っ
て
い
き
ま
す
。
一
人
の
人
間
と

し
て
、
そ
の
人
の
生
活
や
生
き
が
い
、
こ
れ
ま

で
の
人
生
経
験
な
ど
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、

日
頃
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、

よ
り
良
い
関
係
を
築
い
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

2015年 9 月に国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」を理念とする、国際社会共通の目標です。
先進国と途上国が一丸となって、目標の達成をめざします。市でも第 6次総合計画で、SDGｓの視点を踏ま
えたまちづくりを進め、広報くさつでは、該当する記事にアイコンを表示します。 広報くさつ 2025. 2広報くさつ 2025. 2 45




